
農 整 第 2 3 号  
令和５年４月 21 日  

 

 一般社団法人 富山県建設業協会長 殿 

 

 

富山県農林水産部長  
 

 

 

「工事における現場環境改善費」試行要領の一部改正について（通

知） 

 

 

日頃より本県の農林水産行政の推進に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

農業農村整備事業における現場環境改善費の試行について、試行要領を下記

のとおり一部改正したので参考に送付します。 

 

 

記 

 

１ 改正内容 

  （１）「工事における現場環境改善費」試行要領の一部改正 

    ・現場環境改善費率の改正 

 

 ２ 適用年月日 

    令和５年５月 15 日以降の決裁にかかる工事から適用する。 

 

 ３ 添付資料 

  （１）「工事における現場環境改善費」試行要領 

  （２）「工事における現場環境改善費」試行要領 新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

（事務担当） 

農村整備課技術管理係 

 


